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国民健康保険被保険者証等の今後の取扱いについて 

 

令和６年 12月２日以降、武蔵野市国民健康保険被保険者証（以下「被保険者証」という。）

の新規発行及び再発行を終了し、資格確認書等の発行を開始しますので、次のとおり報告いた

します。後期高齢者医療保険の資格確認書等につきましては、東京都後期高齢者医療広域連合

による運用によるため本市の国民健康保険とは異なる点もありますが、概ね同様の取扱いとな

る予定です。 

 

１ 主な流れ 

(1) 12月１日（日）まで：現行の被保険者証を発行 

   ＊現行の被保険者証は交付年月日 12月１日（日）まで発行でき、有効期限である令和 

７年９月 30日まで使用できる（参考：後期高齢者医療保険 有効期限令和７年７月 

31日）。 
 

(2) 12月２日（月）以降：「資格確認書」又は「資格情報通知書」の発行を開始 

＊新たに加入する方、被保険者証を紛失した方等に、マイナ保険証の保有状況に応じ 

て、資格確認書又は資格情報通知書の発行を開始する。 

（※マイナ保険証：健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード） 

＊その他の各種医療証等についても取扱いを変更する。 
    

(3) 令和７年夏～秋：資格確認書、資格情報通知書の一斉交付 

＊現行の被保険者証等の有効期限までに、資格確認書等を発行する（申請不要）。 

 

２ 資格確認書と資格情報通知書 

(1) 対象者、記載内容等 

 資格確認書 資格情報通知書 

対象 

マイナ保険証を保有していない方 

・当面の間、申請によらず発行する。 

・マイナ保険証を保有していても申請により発行可 

マイナ保険証を保有している方 

目的 

マイナ保険証を保有していない方が医療機関におい

て被保険者資格を確認できるようにする。 

マイナ保険証の保有者が自身の被保険者資格等を簡

単に把握できるように、資格取得時や負担割合の変更

時に発行する。 

記載 

事項 

被保険者記号・番号・枝番 

氏名、性別、生年月日 

適用開始年月日、交付年月日 

世帯主氏名、住所 

保険者番号、交付者名（保険者名） 

有効期限 

70 歳以上：負担割合、発効期日 

特別療養費の対象者である場合はその旨 

被保険者記号・番号・枝番 

氏名 

適用開始年月日、交付年月日 

 

保険者番号、交付者名（保険者名） 

70 歳以上：有効期限 

70 歳以上：負担割合、発効期日 

特別療養費の対象者である場合はその旨 

マイナポータルにアクセスするためのＱＲコード 

※通知書のみでは医療機関等を受診できない。 

期限 

更新 

70 歳未満：２年、８月更新 

70 歳以上：１年、８月更新 

70 歳未満：有効期限なし 

70 歳以上：１年、８月更新 

様式 カード型 54mm×86 ㎜（紙、色あり） Ａ４（紙） 

※記載事項の下線部は資格確認書と資格情報通知書との相違点 
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(2) 資格確認書と現行の被保険者証との比較 

更新時期は、現行の被保険者証では 10月のところ、資格確認書では８月になる。ま

た、70歳以上の被保険者の資格確認書については、負担割合及び発効期日が記載され、

有効期間は現行の被保険者証では２年間のところ、資格確認書では１年間となる。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

３ 各種医療証等の取扱い 

(1) 高齢受給者証 

＊令和６年 12月１日まで発行する（有効期限の令和７年７月末まで使用できる）。 

＊令和６年 12月２日以降、新規発行・再発行は行わず、資格確認書又は資格情報通知 

書に、一部負担割合を掲載して発行する。 

＊現在、医療機関においてマイナ保険証によっても一部負担割合を確認できる。 

 

(2) 限度額適用認定証・標準負担額減額認定証 

＊発行を継続する。 

＊現在、医療機関においてマイナ保険証によっても負担区分が確認できる。また、限 

 度額適用認定証・標準負担額減額認定証やマイナ保険証がなくとも、医療機関は被 

保険者の同意を得てオンライン資格確認によって負担区分を確認できる。 

 

 (3) 特定疾病療養受療証 

＊発行を継続する（現行どおり市への事前の申請は必要）。 

＊現在、医療機関においてマイナ保険証によっても確認できる。 

 

(4) 短期被保険者証・資格証明書 

＊12 月１日まで発行し、12 月２日以降は資格確認書又は資格情報通知書を発行する。 

＊納付勧奨や相談の機会の確保などの取組みを行ってもなお保険税を納付しない場合 

は、特別な事情がある場合を除き、償還払いである特別療養費の支給に変更する旨 

の事前通知を発行する。資格確認書等には特別療養費の対象者である旨を記載する。 

 

 

資格確認書（イメージ） 現行の被保険者証 
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現行の被保険者証
一斉更新
随時発行（新規加入等）

現行の高齢受給者証
70～74歳

被保険者証等

資格確認書
マイナ保険証未保有者等

マイナ保険証保有者
資格情報通知書

R7.10.1

改正法施行日

R5.10.1 R6.8.1 R6.12.2 R7.8.1

R6.12.2以降の

新規発行等は不可

有効期限R7.9月末

まで使用可能

R6.12.2以降

資格確認書、

資格情報通知書

の発行を開始

R6.12.1まで、転入・社会保険脱退等による新規
加入者への被保険者証の新規発行、再発行等を
行う。有効期限R7.9月末まで使用可能

R6.12.2以降の新規発行、再発
行等については、マイナ保険
証の登録状況に応じて、資格
確認書又は資格情報通知書を
発行する。

資格確認書の最初の有効期限
は、R7.7月末まで

以降、１年又は２年に１度更
新する。

R6.12.2以降の

新規発行等は不可

70歳以上の方へ

一斉交付

一斉更新

有効期限R7.7月

R6.12.1まで、70歳到達、転入・社会保険脱
退等による新規加入者への発行、再発行等を
行う。有効期限R7.7月末まで使用可能

R6.12.2以降は、資格確認書又

は資格情報通知書に一部負担

割合が記載される。

一斉更新

有効期限R7.9月末

４ 発行スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 被保険者等への周知 

＊市報掲載（令和６年７月１日号に掲載したほか、制度改正前の 11月に再度掲載する。） 

＊チラシ及びリーフレットの配布（納税通知書への同封、被保険者証の交付時に配布等） 

＊市ホームページへの掲載 

＊関係各課及び武蔵野市三師会への周知 

 

 

 

 

 


